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・
高
校
生
年
代
の
子
を
養
育
し
て

い
る
人

・
大
学
生
年
代
の
子
を
含
め
て
3

人
以
上
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人　
な
ど

※
手
続
き
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

申
請
期
限　
10
月
31
日（
木
）

※
期
日
を
過
ぎ
た
場
合
で
も
令
和
７

年
３
月
31
日
ま
で
の
申
請
で
、
受

給
資
格
が
あ
る
場
合
、
新
制
度
が

施
行
さ
れ
る
令
和
６
年
10
月
分
に

さ
か
の
ぼって
支
給
を
開
始
し
ま
す

※
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
申

請
し
た
人
は
、
申
請
が
あ
っ
た
翌

月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す

の
で
、
お
早
め
に
申
請
く
だ
さ
い

問
子
育
て
ゆ
め
る
ん
課

　
☎
43
・
５
２
１
９

　
令
和
６
年
10
月
分
（
12
月
支
給
）

か
ら
児
童
手
当
の
制
度
が
変
わ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
で
手

当
を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
人
や
、

お
子
さ
ん
が
高
校
生
に
な
り
、
受

給
資
格
が
無
く
な
っ
た
人
な
ど
も

手
当
の
受
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

改
正
内
容

❶
所
得
制
限
の
撤
廃

❷
支
給
対
象
期
間
を
高
校
生
年
代

　
ま
で
延
長

❸
多
子
加
算
（
第
3
子
以
降
）
の

　
増
額
及
び
算
定
対
象
の
拡
充

❹
支
給
回
数
が
年
6
回（
偶
数
月
）

　
へ
変
更

申
請
が
必
要
な
人

・
所
得
上
限
限
度
額
以
上
の
た

め
、
現
在
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
い
人

児童
手当
児
童
手
当
制
度
改
正
の

お
知
ら
せ
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障
害
年
金
は
、
病
気
や
け
が
に
よ

り
生
活
や
仕
事
な
ど
が
制
限
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
現
役
世
代
の
人

も
含
め
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年

金
で
す
。
病
気
や
け
が
で
初
め
て
医
師

等
の
診
療
を
受
け
た
と
き
、
国
民
年

金
に
加
入
の
場
合
は
障
害
基
礎
年
金
、

厚
生
年
金
に
加
入
の
場
合
は
障
害
厚

生
年
金
が
請
求
で
き
ま
す
。
な
お
、

障
害
厚
生
年
金
に
該
当
す
る
状
態
よ

り
も
軽
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
は
、
障

害
手
当
金
（
一
時
金
）
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
障
害
年
金
の
受
け
取
り
に
は
要
件

が
あ
り
、
年
金
事
務
所
へ
の
確
認

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
要
件

❶
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や

け
が
で
初
め
て
医
師
等
の
診
療

を
受
け
た
日
（
初
診
日
）
が
次

の
い
ず
れ
か
の
間
に
あ
る
こ
と
。

・
国
民
年
金
加
入
期
間

・
20
歳
前
ま
た
は
国
内
在
住
の
60

歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
で
年
金

制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
期
間

（
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
り
上
げ

て
受
給
し
て
い
る
人
を
除
く
）

❷
障
害
の
状
態
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず

れ
か
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

・
障
害
認
定
日
※
に
お
い
て
、
障

障
害
年
金
に

つ
い
て

害
等
級
表
の
１
級
ま
た
は
２

級
に
該
当
し
て
い
る
人

 

・
20
歳
に
達
し
た
時
に
、
障
害
等

級
表
の
１
級
ま
た
は
２
級
に

該
当
し
て
い
る
人

・
障
害
認
定
日
に
障
害
の
状
態
に

該
当
し
な
か
っ
た
人
で
も
、
そ
の

後
病
状
が
悪
化
し
、
障
害
等
級

表
の
１
級
ま
た
は
２
級
に
該
当

し
て
い
る
人
（
65
歳
の
誕
生
日

の
前
々
日
ま
で
に
請
求
が
必
要
）

※
障
害
認
定
日
と
は
、
障
害
の
状
態

を
定
め
る
日
の
こ
と
で
、
そ
の
障

害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け
が

に
つ
い
て
の
初
診
日
か
ら
１
年
６

カ
月
を
過
ぎ
た
日
、
ま
た
は
１
年

６
カ
月
以
内
に
そ
の
病
気
や
け
が

が
治
っ
た
場
合
（
症
状
が
固
定
し

た
場
合
）
は
そ
の
日
を
い
い
ま
す

❸
保
険
料
の
納
付
要
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
。

※
保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態
が

あ
る
と
納
付
要
件
を
満
た
さ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
経
済

的
な
理
由
等
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

※
20
歳
前
の
年
金
制
度
に
加
入
し

て
い
な
い
期
間
に
初
診
日
が
あ

る
場
合
は
、
納
付
要
件
は
不
要

問
障
害
基
礎
年
金　
総
合
窓
口
セ

ン
タ
ー
☎
43
・
５
２
１
２

　
障
害
厚
生
年
金
・
障
害
手
当
金

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０
・
05
・
１
１
６
５

障害
年金

　鹿児島県枕崎市と南あわじ市は、民間団体による「つながり」をきっ
かけとして、行政による連携を視野に、まずは物産交流を進めることと
しています。
　今年度は 10月5日（土）、6日（日）に南あわじ市・美菜恋来屋にて「枕
崎市特産品フェア」を、11月10日（日）には枕崎市・枕崎お魚セン
ターにて「南あわじ市物産展」を開催します。

　枕崎市は、鹿児島県薩摩半島の南端に位置しており、かつお節の薫
りが漂う風情ある港町です。カツオの水揚高は全国有数で、かつお節
生産量は日本一を誇ります。また、お茶やサツマイモ、電照菊の産地と
して知られるなど、一次産業がとても盛んなまちです。
　また、「焼酎のまち」としても知られており、枕崎の大地で育てられた
サツマイモを原料にした焼酎でも有名です。

【カツオ】枕崎漁港では年間 6万ト
ン以上のカツオ等が水揚げされます。
伝統的な遠洋一本釣り漁は、丁寧
に扱うことで魚を傷つけにくいのが特
長。釣り上げたカツオはすぐに急速
冷凍し、新鮮な状態を保ったまま港
に持ち帰られます。

【かつお節】枕崎市は日本一のかつ
お節の産地。日本で生産されるかつ
お節の約５割が作られており、和食
の決め手となる「出汁」のもととして、
料理に欠かせない食材です。スライ
スした淡路島たまねぎにかけても相
性抜群です。

【枕崎市へのアクセス】
鹿児島市から「車」で約 70 分、鹿児島
空港から「バス」で 1 時間 45 分

枕崎市・南あわじ市の交流

枕崎市ってどんなところ？

枕崎市の特産品

日程　１０月５日（土）9：00～ 18：00日程　１０月５日（土）9：00～ 18：00
　　　　　　１０月６日（日）9：00～ 13：00１０月６日（日）9：00～ 13：00
場所　美菜恋来屋場所　美菜恋来屋

太陽と黒潮が育んだ恵みを南あわじ市へ太陽と黒潮が育んだ恵みを南あわじ市へ

（写真）枕崎漁港の風景（写真）枕崎漁港の風景
問農林振興課☎43-5223問農林振興課☎43-5223

鹿児島県・枕崎市特産品フェア鹿児島県・枕崎市特産品フェア

枕崎市特産品フェアでは、「カツ
オの炭焼きたたき」や「枕崎か
つおユッケ」、「枕崎茶」、その他
加工品が並びます。ぜひ、枕崎
の魅力を体験しに来てください。
※販売数に限りがあります。売り切

れとなる場合がありますので、ご
容赦ください

　市役所まで行くのが難しい
人を対象に、平日に職員がご
自宅などを訪問し、マイナン
バーカードの申請をサポート
する個別訪問の予約を受け付
けています。
※完全予約制です
問総合窓口センター
　☎ 43-5212

マイナンバーカード
出張申請受付中

◀かつお
　　ユッケ

枕崎茶▶

市ホームページ




